
 

 

内部統制システムに関する基本方針 

 

 

１．取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

（１） 取締役および従業員が法令、定款および諸規程を遵守し、社会規範や良識に基づき倫理的

で誠実な企業活動に徹するために綜研化学倫理綱領を定め、綜研化学倫理綱領ハンドブックな

どにより、その浸透・定着を図る。 

（２） 取締役は、職務執行にあたり、効率的かつ健全で、透明性の高い経営の実現を目指し、取締

役および従業員の職務執行が適正に行われるための体制を構築する。 

① 規程の整備 

法令、定款および企業理念を踏まえて、取締役および従業員が職務を執行するうえで必要

となる社内ルール、手続きなどを規程として整備する。 

② コンプライアンス体制 

代表取締役社長をコンプライアンス最高責任者とし、当社および子会社のコンプライアン

ス推進体制を構築する。また、取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置

し、当社グループのコンプライアンス活動を監視するとともに、コンプライアンスに関す

る重要事項を審議し、取締役会に答申する。 

③ 活動状況の確認と是正のための体制 

業務の適正を確保するため内部監査室を設置し、監査結果について適宜代表取締役社長に

報告する。 

④ 内部通報制度 

当社および子会社を対象とする「内部通報・相談窓口」を設置し、コンプライアンス違反

行為等の早期発見と未然防止を図る。 

  

２．取締役の職務の執行に関する情報の保存および管理に関する体制 

取締役の職務執行に関する情報については、文書管理規程に基づき、その保存媒体に応じて適

切かつ確実に保存・管理する。 

  

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社グループの企業価値を損ねる可能性がある重要なリスクに対して、代表取締役社長をリス

ク管理統括責任者とする適切な管理体制を整備するとともに、リスク管理規程に基づき、経営環

境の変化に応じたリスク管理活動を推進する。 

なお、重大な危機が生じた場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、損失

を最小限にとどめるよう努める。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制 

（１） 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として取締役会

を月１回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。 

（２） 執行役員制度の下、取締役による経営の意思決定および執行監督と、執行役員による業務

執行機能が迅速かつ効率的に行われる体制を確保する。 



 

 

（３） 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織管理規程および職務権限規程において

社内組織、業務分掌および職位ごとの責任と権限を定め、これに基づき実行する。 

  

５．当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

（１） 業務の適正を確保するため、綜研化学倫理綱領を基礎として、当社および子会社において

諸規程を整備・運用し、コンプライアンス体制の構築・強化を図る。 

（２） 経営管理については、関係会社管理規程により、子会社が当社の承認を要する事項および

報告すべき事項を明確にするとともに、子会社ごとに運営管理を担当する所管本部を定めて、

当社グループの経営方針および事業戦略の周知・徹底、子会社の管理・監督・支援を行うほか、

経理や生産技術、安全管理などの専門性の高い事項については、当該事項を所管する管理部門

から子会社に対して必要な指導・監督等を行う。 

（３） 内部監査室は、当社および子会社における法令遵守やリスク管理の状況、その他業務処理

の適正性について、定期的に監査を行い、代表取締役社長に報告する。 

  

６．財務報告の信頼性を確保するための体制 

財務報告の信頼性を確保するために、代表取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制シ

ステムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適正に機能することを継続的に評価し、必要

な是正を行う体制を構築し、運用する。 

  

７．監査役の適正監査を確保するための体制 

（１） 監査役会において定めた監査の方針に基づき、監査役が取締役会のほか、必要な重要会議

に出席すること、取締役および従業員から職務執行状況の聴取ならびに各部門や子会社の調査

等を実施することを保証する。 

（２） 当社および子会社の取締役および従業員は、監査役が要求した事項、業績に重大な影響を

及ぼす可能性のある事項、法令違反など不正行為に関する事項などについて、監査役に遅滞な

く報告するものとする。なお、監査役への報告を行った者に対して、当該報告を理由として不

利益な取扱いを行わないものとする。 

（３） 監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、会計監査人および内部監査室との

定期的な意見交換の場を設ける。 

（４） 監査役が職務執行について生ずる費用を請求した場合は、当該監査役の職務執行に必要で

ないと認められる場合を除き、拒むことができないものとする。 

  

８．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項および使用人の取締役からの独立性に関する事項 

（１） 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当社の従業員から監査

役補助者を任命する。 

（２） 監査役補助者の異動、人事考課および給与の改定にあたっては、監査役会の同意を得るも

のとする。また、監査役補助者は、監査役の指揮命令に従い、取締役および他の従業員からの

指揮命令を受けないものとする。 

  



 

 

９．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその体制整備状況 

反社会的勢力との関係を根絶することを基本的な方針とし、綜研化学倫理綱領において「あら

ゆる反社会的勢力からの不法・不当な要求には応じず、一切の関係を遮断する。」と定める。 

また、従業員に向けた反社会的勢力との関係根絶に関する教育や所管警察署、弁護士等の外部

専門機関との連携を図り、反社会的勢力による被害防止を図る取組みを進める。更に「特殊暴力

防止対策連合会」に加盟し、不当要求等への適切な対応方法や反社会的勢力排除に関する情報収

集や各種外部研修への参加を実施し、万が一に備えた体制整備に努めるものとする。 


